
【今週の埼玉総合】 深呼吸の必要（弁護士　竹内和正）
新聞やネットニュースを読み、事態の深刻さや人間の悪意に触れていると、どうしても気分が落ち込んでしまいます。
とにかくパニックをおこして、信じたくない意見を批判したり、偏った意見に動揺したりしないようにしなければなりません。
「できることがないと絶望しそうになったときは深呼吸をしたらいい」と昔、誰かに聞いた気がします。
深呼吸なら、僕にもできます。

弁護士　竹内　和正

【今週の埼玉総合】この国のかたちを見つめ直す （弁護士　伊
須慎一郎）
加藤陽子教授（東京大学文学部）の著書を読み、さすが日本の近現代史を専攻された専門家だとうなりました。

「9条の意義、見つめ直す時」の中で、加藤先生は、最近の日本が平和憲法を守ってこられたのは、
在日米軍の存在があり、米国の核の傘のおかげであり、9条の存在ではないという論調に対し、こう述べています。

「ただ、9条には、国内的な存在意義があることを忘れるべきではありません。9条の存在によって、戦後日本の国家と社会は、戦前のよ
うな軍部という組織を抱え込まずに来ました。
戦前の軍部がなぜあれだけの力を持てたかと言えば、国の安全と国民の生命を守ることを大義名分とした組織だったからです。実際には、
大義の名のもとに、国家が国民を存亡の危機に陥れる事態にまで立ち至りました。軍部は、情報の統制、金融・資源データの秘匿、国民の
監視など、安全の名を借りて行ったのです。
このような組織の出現を許さない、と痛切な反省の上に、現在の9条があるのだと思います。」

憲法学者の青井美帆教授（学習院大学）は、憲法9条は、国民の自由を守る防火壁であると説明されていますが、同じ意味であると考えま
す。

ところで、陸上自衛隊が、2020年、記者向けの勉強会で配布した資料で「予想される新たな戦い」の対象に「反戦デモ」を挙げていた
ことが報道されました。

また、陸上自衛隊が、2020年11月4日、米軍基地反対の抗議活動をする市民の排除を想定した訓練を米海軍と共同で実施しています。

憲法9条への攻撃が強くなっていますが、またぞろ、戦前の思想弾圧と検閲の嵐が現代社会にも復活するのでしょうか。
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加藤先生の指摘する憲法9条の国内的意義、青井先生の憲法9条は自由を守る防火壁の役割を果たしているという意義を、よくよく噛み締
める必要があるのではないでしょうか。

弁護士　伊須　慎一郎

【今週の埼玉総合】個人的な意見ですが （弁護士　竹内和正）
「個人的な意見ですが、・・・」、「別にファンではないですが、・・・」、「ずっと応援してきましたが、・・・」などと、あくまでも
公平な立場を装って意見が述べられることが増えている気がします。

どうせ意見なんて主観にすぎないんだから、そんな覚悟のない意見には、個人的には、耳を貸しません！

弁護士　竹内　和正

政見放送をエンターテイメントに（弁護士　髙木太郎）
今日、参議院選挙の政見放送をたまたまみた。
「れいわ新選組」と「日本維新の会」
「れいわ」の政見放送はなかなか聞かせるものだった。おそらく相当の準備をしたであろうし、山本太郎の能力に負うところも大きいのだ
ろう。「維新」はあまりにくだらなかったので、途中で見るのをやめた。吉村知事が原稿を見ながら進行をして、松井市長がグダグダの喋
りをする、準備も不十分、やる気も中身もないものだった。

各党は、まずは、政見放送を見てもらわないと始まらないのだから、政見放送にエンタメの要素を取り入れるなど、何か、おもしろい、聞
きたい、見たいというものにしたらどうなのだろうか。日本では、そのようなことを始めると「ふまじめだ」とか見られてしまう。実際、
東京選挙区などでは、奇をてらうだけのくだらない政見放送があふれているので、簡単には、踏み込めないかもしれないが。若年層を含め
た多くの人が、政見放送はおもしろい、と思ってみるようになれば、もう少し、政治への関心も高まるし、投票率も上がると思うのだが。

弁護士　髙木　太郎
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ビルの解体（弁護士　牧野丘）
いま浦和駅西口駅前広場に面した一角に巨大な駅前ビルが建築されようとしています。付近一帯が工事用の塀で囲まれ、多くのビルや建物
が解体中です。
物心ついた頃からあったお店もなくなってしまいました。事務所から浦和駅に向かう途中のエリアなので、当事務所にとってもなじみのお
店がたくさん並んでいました。生まれ育って浦和の人間の私としては、とても寂しい。
駅前に伊勢丹ができた時にも驚いたものですが、実はさほど町並みは変わらなかった。でも今回はだいぶ変わってしまいそうです。

ビルの解体と言えば、事務所のごく近所のビル２軒も解体中。ひとつは私が弁護修習中にお世話になった事務所が入居していました。
けっこうハメを外していた弁護修習でしたが、その事務所には、ゴーンさんの弁護人として一躍有名になった刑事弁護の大家の高野隆さん
が弁護士２年目のイソ弁として働いていました。彼は私と大学同窓、同い年ですが、既にその頃から激しい刑事弁護を敢行していました。
たまに近所の銀水苑という小さな、でもものすごくおいしい焼き肉屋さんに連れて行ってくれたりして、それはそれは楽しく充実した４ヶ
月の弁護修習でした。

私にとっては守り神のようにそばにいてくれた建物も解体され・・・あぁ、なんだか私にとっての時間が終わりを告げているようです。

弁護士　牧野　丘

福島原発訴訟さいたま地裁判決（2022.4.20）について
２０２２年６月１７日、東京電力福島第１原発事故で避難した住民らが、国に対し、損害賠償を求めた４つの訴訟の上告審判決で、最高裁
第２小法廷（菅野博之裁判長）が、国の責任を認めない判断をしました。最高裁判決に先立つ、同年４月２０日、さいたま地裁も、結果回
避可能性がなかったとして、国の責任を否定する判決を出しており、最高裁判決を見越していたような内容でした。

以下、福島原発さいたま訴訟を支援する会の「福彩支援ニュース」に掲載いただいた、さいたま地裁判決についての報告文です。

【報告】原発訴訟さいたま地裁判決

2014年3月の提訴から8年が経過した本年4月20日、福島原発事故責任追及訴訟さいたま地裁判決が言い渡され、２８世帯９５人の
原告のうち６３人に、総額約６５４１万円の損害賠償の支払いが命じられました。弁護団は、即日、控訴の方針を決め、今後、東京高等裁
判所おいて控訴審の審理が続いていくことになります。
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1　さいたま地裁判決の問題点

さいたま地裁判決には、大きく2つの問題点があります。１つは国の責任を否定したこと、もう１つは損害賠償額の水準の問題です。

⑴　国の責任の否定－結果回避可能性の否定

さいたま地裁判決は、地震調査研究推進本部地震調査委員会が平成14年7月に発表したいわゆる長期評価について、子細な検討をして、
その信頼性が認められるとしました。その上で、長期評価によれば、主要建屋の敷地高を超える津波の到来が予見でき、非常用電源設備等
が破水して機能喪失し原子炉施設等が損傷を受けるおそれが認められた（予見可能性の肯定）ので、国は規制権限を行使して、東京電力に
防護措置の実施に着手させることができたといえ、にもかかわらず、規制権限を行使しなかった国は、重大な責務を果たしたとはいえない
としました。

ところが、さいたま地裁判決は、それに続けて、長期評価により予見可能な津波（想定津波）と本件原発事故の際の津波（本件津波）はそ
の規模や来襲方角に大きな相違があり、国が規制権限を行使しても、防潮堤等の設置によって、本件津波による浸水を回避できたとは認め
られないとし、また、防潮堤等の設置に加えて、建屋内部等への水の浸入を防止する水密化措置を重ねて行うべき理由もなかったとし、結
論として、国が規制権限を行使しても本件事故の結果が回避できたとは認められない（結果回避可能性の否定）として、国の責任を認めま
せんでした。

しかし、規制権限を行使しないまま東京電力に対策をとらせなかった国の対応について、重大な責務を果たしていないとしながら、対策を
とらせていたとしても、結局、結果を回避できなかったはずだから国に責任はないという判断は、やってみる前から、やっても無理だった
と断じるものです。防護措置をとらなければ全電源喪失に至り取り返しのつかない事態になることを予見していれば、その事態に直面して、
国及び民間が総力を挙げて英知を結集して検討が行われたはずです。そうした検討の経過もないまま時が経過した現在までの知見から、原
発事故当時、結果回避可能性はなかったと断じることにはそもそも無理があり、一般国民の感覚からもかけ離れていると思います。

また、原発事故が発生したときに惹起される取り返しのつかない被害の甚大性に照らせば、万が一にも事故が発生しないように、津波の規
模や来襲方角の想定には幅を持たせた対策を講ずるべきですし、「多重防護」が重要であって防潮堤等の設置に加え水密化措置も重ねて行
われる必要があったといえ、これらの防護措置により結果の回避は可能であったと考えられます。

仙台高裁判決は、国において、結果回避が不可能であったこと等の主張立証をしない場合には結果回避可能性が事実上推認されるとして国
の責任を認めています。高松高裁判決も、防潮堤の設置に加えて水密化措置をとることにより全電源喪失の事態にまで至らなかった蓋然性
が高いとし、また、長期評価に依拠した具体的な検討をしていないため結果回避可能性に関する資料が極めて乏しいという事情も踏まえる
必要があるとして、国の責任を認めています。

　⑵　損害賠償水準の低さ

第２の問題点は、損害賠償額の水準が低すぎるということです。先行する判決と比較すると、区域外避難の原告については賠償額は高くなっ
ているものの、全体として、未曽有の原発事故による被害の救済額として低すぎる水準であり、先行する判決も含め、本件原発事故が惹起
した被害の大きさ・深刻さを過小評価しているというほかありません。

特に、さいたま地裁判決では、東京電力の義務違反の程度についての評価も十分になされておらず、また、ふるさとを喪失するということ



が、人間の尊厳ある生存にいかに不可逆的かつ代替不能なダメージを与えるかという点に関する認識が決定的に不足していると思います。

例えば、仙台高裁判決では、東京電力について、新たな防災対策を極力回避しあるいは先延ばしにしたいとの思惑のみ目立っているといわ
ざるを得ず、原子力事業者としてあるまじき姿勢であったとして、東京電力の義務違反の程度は、決して軽微とはいえないとして、慰謝料
の算定にあたり考慮すべきとしています。また、「ふるさと喪失」について、「生存と人格形成の基盤」を一個人の人生のスパンで見れば
ほぼ不可逆的に破壊・損壊されたというべきであると判示し、平穏生活権侵害に基づく慰謝料として、①強制的に転居させられた点につい
て150万円、②避難生活の継続を余儀なくされたことについて月額10万円（平成30年3月まで。それ以降は「ふるさと喪失」損害に
よって評価）、③「ふるさと喪失」について600万円と評価すべきであるとし、精神的損害に係る賠償額として合計1600万円と認定
しています。

除本理史大阪市立大学教授は、ふるさとの喪失について、日常生活と生業を営むために必要なあらゆる条件を奪われたということであり、
人間が日々年々の営み（自然との間の物質代謝）を通じてつくりあげてきた家屋、農地などの私的資産、各種インフラなどの基礎的条件、
経済的・社会的諸関係、環境や自然資源などを含む一切をさすとしており、その中には、長期承継性、地域固有性という特徴をもつ要素が
あるとしています。

さいたま地裁判決は、時間軸や地域の固有性を含む、ふるさと喪失の内実を捉えているとはいい難く、帰還困難区域等の原告の請求を棄却
していることも、この点に関連していると思います。また、さいたま地裁判決では、上記①から③のような損害類型毎の基準額の明示もな
く、各原告について個別の事情を摘示しつつ損害額を認定しているものの、なぜそのような損害額の認定になるかの根拠が極めて曖昧不明
確です。

２　国による責任回避と被災者の精神的苦痛の持続について

さいたま地裁の審理では、早稲田大学の辻内琢也教授に対する証人尋問が行われました。辻内教授は、早稲田大学と震災支援ネットワーク
埼玉が実施した原発事故被災者を対象とした調査結果に基づき、PTSDの可能性がある高いストレス状態が長期間にわたり現在も持続し
ている被災者が多いことを明らかにしています。そして、辻内教授は、諸外国における人為災害の被災者の精神的苦痛が長期間継続してい
る事例との比較などから、人為災害であって、事故の責任の所在が曖昧不明確な状態が続くことが、被災者の精神的苦痛が高いレベルで続
くことに影響することなどを証言されています。

原発事故から11年以上が経過しましたが、未だに、事故の責任は曖昧にされたままです。本来は、事故直後から、国が自らの責任を正面
から認めた上で、被災者に損害賠償を請求させるのではなく、国の責任で十分な被災者の救済策を早期に講じるべきでした。国が責任逃れ
の対応を続けていることが、今も続く被災者の苦痛を生み出しています。

３　6月17日の最高裁判決

さいたま地裁判決については、これから東京高等裁判所において控訴審の手続きが始まりますが、6月17日には最高裁判所の判決が予定
されており、各地で判断が分かれている国の責任についての判断が統一されることになります。

司法には、国の責任を認め、その対応の誤りを明確にし、本当の意味での被災者の救済を実現する役割が求められています。そして司法が
その役割を果たすことによって、今も続く被災者の甚大な苦痛が緩和されることにつながります。

https://wima.jp/


最高裁判所が、本件原発事故の被害の実相を直視し、国の責任を明確に認定し、判決が、原発事故から11年以上も続いている国の誤った
対応を転換させる力となることを願っています。

以　上

弁護士　猪　　股　　　正

「Karoshi」を世界に（弁護士　鈴木　満)
日本で社会問題となっている「過労死」は、英語では、そのまま「Karoshi」という単語になっています。
「過労死」とは、仕事による過労・ストレスが原因の一つとなって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡に至ることを
意味します。また  過労自殺は過労により大きなストレスを受け、疲労がたまり、場合によっては「うつ病」など精神疾患を発症し、自殺
してしまうことを意味します。

日本において、労災の手続きで過労死として認定された人数は、ここ１０年は、毎年１００名を超えており、２００名を超える年も複数あ
ります。
このような過労死で亡くなる人が多い日本の過酷な働き方が問題であるという認識は、世界にも広まってほしいと思います。

また、働きすぎて人が亡くなることがある、という認識も世界に広まってほしいと思います。
今年はカタールでサッカーワールドカップが開催されます。先日、このサッカーワールドカップに関する施設の建設現場で働いていた移住
労働者が、酷暑での長時間労働と死亡の因果関係をうかがわせる資料があるにもかかわらず、「自然死」などとして扱われている、という
ニュースを知りました。
酷暑の下での労働や長時間の労働は、日本の労災の脳・心臓疾患の認定基準においても、業務の過重性の評価における負荷要因とされてい
ます。

このニュースを見たとき、途上国など社会制度が未発展な国では、日本の労災保険制度のように、労働と死亡の因果関係について国が調査
し、その因果関係が認められれば遺族に対して補償する、という制度がない国もあるのではないかと思いました。
私は、日本の労災保険制度が十分であるとは思っていませんが、「Karoshi」という言葉やこれに対して国が補償すべきであるとい
う認識も世界に広まっていってほしいと思いました。

なお、本年６月１８日（土）に私が事務局を務める過労死弁護団全国連絡会議主催で、「過労死・ハラスメント・コロナ労災110番」全
国一斉電話相談が実施されます。
詳細はhttps://karoshi.jp/topics/consultations-202206.htmlをご覧ください。

弁護士　鈴木満
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「リベルテ閉店」弁護士　鴨田譲
当事務所の近所に「リベルテ」という「立ち食い風寿司屋」があります。

店名は、岡村孝子の楽曲「liberté」（リベルテ）から取ったものです。
従って、店内では岡村孝子の曲しか流れてきません。

こちらが心配になるほどの良心的な値段で、弁護士会の貧困問題対策本部の会議のあとはよく行かせて頂きましたし、
年2度発行している当事務所のニュースを個人的にお店にお送りしていました。

私が事務所に入所してから10年経ち、リベルテは開店してから8年以上経っていると思いますので、
リベルテの歴史は私の弁護士生活の歴史と言っても過言ではありません（過言かもしれません）。

そんなリベルテも今年7月末で閉店となるそうです。

残り僅かな期間ですが、私も行けたら行こうと思います。

弁護士　鴨田譲

【コラム】実りのある年（弁護士鈴木　満）
時の流れは早く、気づけば弁護士登録をしてから５年が経ちました。大変な思いもたくさんしましたが、様々な貴重な経験を詰むこともで
きたと思います。

特に昨年は実りが多い年でした。その中の大きな出来事の１つは、過労死弁護団全国連絡会議の事務局に就任したことです。過労死弁護団
全国連絡会議とは、全国の過労死問題に取り組む弁護士が所属する団体で、社会問題になる前から過労死の問題に取り組んできたベテラン
の弁護士も数多く所属しています。

私は、数年前から東京の過労死・労災事件において著名な弁護士の先生方と一緒に過労死・労災事件に取り組んできました。
頑張って取り組んできたかいあってか、その中の先生の1人にお声がけいただき、過労死弁護団全国連絡会議の事務局に就任することにな
りました。

https://saitamasogo.jp/archives/89612
https://tabelog.com/saitama/A1101/A110102/11036128/
https://okamuratakako.com/
https://saitamasogo.jp/kamodayuzuru
https://saitamasogo.jp/archives/89375
https://karoshi.jp/aboutConvention.html


また、もう１つの大きな出来事は、私が出演しているドキュメンタリー映画の「東京クルド」が公開されたことです。出演しているといっ
ても、主人公は、私の依頼者であり、私が映るのは、ほんのわずかなのですが、自分が映る映画を映画館で見るというのは、とても貴重な
経験でした。いろんな方から、映画を見たとお声がけいただきました。この映画は、日本に住む在留資格のない若者の実情がわかる、とて
も良い内容で、私の周りでも、評価も高いようでした。

５年間の弁護活動を通して、得ることができた立場に恥じぬよう、今後も精進していきたいと思います。気を引き締め直して、今年も頑張
ります。

弁護士　鈴木　満

【コラム】 ワーク・ライフ・バランス（弁護士南木　ゆう）
ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動などの「仕事以外の生活」との調和をとり、その両
方を充実させる働き方・生き方のことです。内閣府の調査では、既婚・独身問わず、男女ともに、ワーク・ライフ・バランスが図られてい
ると考える人の方が仕事への意欲が高い傾向にあるそうです。

私はといえば、今年は「仕事」の比重がやや高く、十分に育児や趣味など「仕事以外の生活」を楽しむことができなかったように思います。
特に最近は、コロナの影響からリモートワークが進み、場所や時間を選ばず効率的に仕事ができるため、今まで参加できなかった夜の会議
にも参加することができるというメリットがあった反面、耳は仕事、手は育児といった具合に仕事の「オン」と「オフ」の境界が曖昧にな
り、仕事以外の日常生活に大きく仕事が割り込んできた１年でもありました。

私の両親は、「ゆうゆう」と生きられるようにと私の名前を「ゆう」と名付けました。「ゆうゆう」とは、ゆったりと落ち着いたさま、十
分に余裕のあるさま、をいいますが、昨年は名に恥じて、毎日セコセコと落ち着かず、余裕のない１年を過ごしてしまったように思います。

チャンスを無駄にせず、何でもやってみたいという思いで仕事に取り組んできましたが、今年は、長女が小学校に入学する節目の年でもあ
ります。「仕事」と「仕事以外の生活」のバランスを今一度見直してみようと思っています。

弁護士　南木　ゆう
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